
◆
平
成
27
年
度
狛
江
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
2
号
）

【
提
案
理
由
】

一
般
会
計
予
算
を
補
正
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
繰
越
金
が
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
か
。

・
普
通
交
付
税
と
臨
時
財
政
対
策
債

が
当
初
予
算
と
比
較
し
て
大
幅
に

ふ
え
て
い
る
原
因
は
何
か
。
ま
た
、

他
市
も
同
じ
状
況
な
の
か
。

・
公
共
施
設
整
備
基
金
と
修
繕
基
金

の
積
み
立
て
目
標
は
幾
ら
か
。
整

備
基
金
は
、
目
標
を
設
定
し
積
み

立
て
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

第第
3
回
定定
例例

第
3
回
定
例
会会

本

会

本

会

議議

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◆
平
成
27
年
度
狛
江
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
2
号
）
の
編
成
替
え
を

求
め
る
動
議
（
鈴
木
え
つ
お
議
員
外

４
名
提
出
）

【
結
果
】
賛
成
少
数
の
否
決

◆
平
成
27
年
度
狛
江
市
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）

【
提
案
理
由
】

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
を

平成27年度 狛江市一般会計補正予算（第2号）の主な内容（歳出）
（単位：千円）
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◆
狛
江
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

【
提
案
理
由
】

市
民
税
等
の
減
免
申
請
に
係
る
期

限
を
改
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
難
病
者
福
祉
手
当
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

受
給
資
格
者
の
要
件
及
び
受
給
資

格
の
喪
失
に
つ
い
て
新
た
に
定
め
る

た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
と
の
併
給

制
限
と
い
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う

に
整
理
し
て
い
る
の
か
。

・
現
在
併
給
さ
れ
て
い
る
人
数
は
ど

の
く
ら
い
か
。

・
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
は
福
祉
の

増
進
、
難
病
者
福
祉
手
当
は
福
祉

の
増
進
と
保
護
者
の
負
担
軽
減
と

あ
る
が
、
意
味
合
い
が
変
わ
っ
て

く
る
の
で
は
。

・
当
事
者
か
ら
の
話
を
聞
い
て
い
る

の
か
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

補
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
平
成
27
年
度
狛
江
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
1
号
）

【
提
案
理
由
】

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

を
補
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◆
平
成
27
年
度
狛
江
市
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）

【
提
案
理
由
】

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
を
補
正

す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
通
知

カ
ー
ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
並
び

に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等

に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
及
び
通
知
カ
ー
ド
の
再
交

付
に
係
る
手
数
料
を
規
定
す
る
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
通
知
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
場
合
、

必
ず
再
発
行
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
。

・
国
か
ら
シ
ス
テ
ム
の
状
況
に
つ
い

て
改
善
す
べ
き
と
の
指
示
が
来
て

い
る
と
思
う
が
、
ど
う
対
応
し
て

い
る
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◆
狛
江
市
立
児
童
遊
園
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

狛
江
市
立
緑
の
丘
児
童
遊
園
を
開

園
す
る
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
ト
イ
レ
の
使
用
に
つ
い
て

・
閉
館
時
間
を
例
え
ば
夏
場
に
延
期

す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

100,000公共施設整備基金費

総 務 管 理 費

総 務 費

200,000公共施設修繕基金費

731狛江駅前三角地関係費

88,977一般事務費

10,000一般事務費徴 税 費

1,108個人番号カード交付事業戸籍住民基本台帳費

1,452障がい者理解促進・啓発事業
社 会 福 祉 費

民 生 費
206,572国民健康保険特別会計繰出

34,500新設保育園整備事業
児 童 福 祉 費

11,783児童館施設関係費

45,000清掃施設整備基金費清 掃 費衛 生 費

56,054消防施設整備費
消 防 費消 防 費

2,754災害対策関係費

4,240情報教育推進費教 育 総 務 費教 育 費

400,000財政調整基金費基 金 費諸支出金

社社
会
常
任
委
員

社
会
常
任
委
員
会会

第
3
回
定
例
会
で
は
3
件
の
意
見

書
が
提
出
さ
れ
、
う
ち
2
件
を
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
意
見
書
の
一
部
を
紹

介
し
ま
す
。

真
の
分
権
型
社
会
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を

明
確
に
し
、
地
方
が
そ
の
責
任
と
権

限
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
、

地
方
税
財
源
の
拡
充
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

し
か
し
国
は
、
平
成
26
年
度
（
2

0
1
4
年
度
）
税
制
改
正
に
お
い
て
、

地
方
法
人
特
別
税
・
地
方
法
人
特
別

譲
与
税
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
地

方
の
貴
重
な
自
主
財
源
で
あ
る
法
人

住
民
税
の
国
税
化
を
新
た
に
導
入
し
、

消
費
税
率
の
10
％
へ
の
引
き
上
げ
時

に
は
こ
れ
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
と

し
た
。
ま
た
、
6
月
末
に
決
定
さ
れ

た
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本

方
針
2
0
1
5
」
に
お
い
て
も
、「
地

方
の
税
収
増
が
見
込
ま
れ
る
中
、

「
税
制
抜
本
改
革
法
」
を
踏
ま
え
、

地
域
間
の
税
源
の
偏
在
を
是
正
す
る

方
策
を
講
ず
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

法
人
住
民
税
の
国
税
化
の
さ
ら
な
る

拡
大
や
他
の
偏
在
是
正
措
置
の
導
入

の
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
措
置
は
地
方
税
財
源
の
拡
充
に
つ

な
が
ら
ず
、
地
方
の
自
立
そ
の
も
の

を
妨
げ
、
地
方
分
権
の
流
れ
に
逆
行

す
る
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
狛
江
市
に
は
、
子
育
て
・

教
育
環
境
の
整
備
、
福
祉
・
医
療
の

充
実
、
老
朽
化
し
た
公
共
施
設
の
維

持
・
更
新
、
防
災
力
の
強
化
な
ど
、

膨
大
な
財
政
需
要
が
存
在
し
て
い
る
。

地
方
自
治
体
が
、
こ
う
し
た
多
岐

に
わ
た
る
課
題
に
適
切
に
対
応
し
、

充
実
し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
く
た
め
に
は
、
需
要
に
見
合
う

財
源
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
り
、
地

方
財
政
が
抱
え
る
巨
額
の
財
源
不
足

と
い
う
問
題
は
、
限
ら
れ
た
地
方
税

財
源
の
中
で
の
財
源
調
整
で
は
根
本

的
な
解
決
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

よ
っ
て
狛
江
市
議
会
は
政
府
等
に

対
し
、
地
方
税
の
根
本
原
則
を
ゆ
が

め
る
地
方
法
人
特
別
税
・
地
方
法
人

特
別
譲
与
税
と
法
人
住
民
税
の
国
税

化
を
直
ち
に
撤
廃
し
て
地
方
税
と
し

て
復
元
す
る
と
と
も
に
、
不
合
理
な

偏
在
是
正
措
置
を
新
た
に
導
入
す
る

こ
と
な
く
、
地
方
が
担
う
権
限
と
責

任
に
見
合
う
地
方
税
財
源
の
拡
充
と

い
う
本
質
的
な
問
題
に
取
り
組
む
よ

う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
送
付
先
）
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務

大
臣
、
総
務
大
臣
、
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣（
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
）、

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
担
当
大
臣
、

地
方
創
生
担
当
大
臣
、
衆
議
院
議
長
、

参
議
院
議
長

小
・
中
学
校
の
全
て
の
学

年
で
35
人
学
級
の
実
施
を

求
め
る
意
見
書

地
方
税
財
源
の
拡
充
に
関

す
る
意
見
書

可
決
さ
れ
た

可
決
さ
れ
た

意
見
意
見
書書

◆
狛
江
市
選
挙
管
理
委
員
の
選
挙

【
結
果
】
以
下
の
方
が
当
選
さ
れ
ま

し
た
。

大
久
保

幸

藏

氏

圖

師

孝

延

氏

嶋

猛

氏

高

羽

瑛

氏

◆
狛
江
市
選
挙
管
理
委
員
補
充
員
の

選
挙

【
結
果
】
以
下
の
方
が
当
選
さ
れ
ま

し
た
。

柴

田

賢

司

氏

山

本

格

氏

土

屋

陽

子

氏

本

田

了

氏

◆
狛
江
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

介
護
保
険
料
の
減
免
申
請
に
係
る

期
限
を
改
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
申
請
に

係
る
期
限
を
改
め
る
こ
と
及
び
そ
の

他
所
要
の
改
正
を
す
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮

僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮


